
議案第 ２ 号

沖縄県立高等学校管理規則の一部を改正する規則について

以下の理由により、沖縄県立高等学校管理規則の一部を改正する規則案を別紙のと

おり提出する。

令和２年７月30日提出

沖縄県教育委員会教育長 金城 弘昌

理 由

沖縄県立浦添商業高等学校及び沖縄県立沖縄水産高等学校における特色ある学校

づくりの充実に資するため、学科の変更及び新設を行う必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。



（別紙）

沖縄県教育委員会規則第 号

沖縄県立高等学校管理規則の一部を改正する規則

沖縄県立高等学校管理規則（平成12年沖縄県教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

第２条中「教育基本法（昭和22年法律第25号）」を「教育基本法（平成18年法律第120号）」に改める。

別表第１沖縄県立浦添商業高等学校の部を次のように改める。

浦添市伊祖 全日制 三年 企業システム科

国際観光科

ＩＴビジネス科

同表沖縄県立沖縄水産高等学校の部を次のように改める。

糸満市西崎 全日制 三年 海洋技術科

海洋サイエンス科

総合学科

専攻科 二年以上 漁業科

機関科

二年 無線通信科

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 沖縄県立浦添商業高等学校の総合ビジネス科及び情報処理科は、改正後の別表第１の規定にかかわら

ず、令和５年３月31日までの間、なお存続するものとする。



規則案の概要の説明

部課名 教育庁県立学校教育課

１ 件名

沖縄県立高等学校管理規則の一部を改正する規則

２ 改正の経緯及び必要性

沖縄県立浦添商業高等学校及び沖縄県立沖縄水産高等学校から学科変更及び学科新

設の要望があり、それぞれ特色ある学校づくりのために不可欠であるため、変更及び

新設する学科について定める必要がある。

３ 改正案の概要

⑴ 沖縄県立浦添商業高等学校の総合ビジネス科を企業システム科に、情報処理科

をＩＴビジネス科に改める。（別表第１）

⑵ 沖縄県立沖縄水産高等学校の学科に海洋サイエンス科を加える。（別表第１）

⑶ この規則は、令和３年４月１日から施行する。（附則）

４ 根拠法令

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第33条

５ 添付資料

⑴ 新旧対照表

⑵ 根拠法令等の参照条文
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参 照 条 文
○ 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ）

（ 学 校 等 の 管 理 ）

第 三 十 三 条 教 育 委 員 会 は 、 法 令 又 は 条 例 に 違 反 し な

い 限 り に お い て 、 そ の 所 管 に 属 す る 学 校 そ の 他 の 教

育 機 関 の 施 設 、 設 備 、 組 織 編 制 、 教 育 課 程 、 教 材 の

取 扱 い そ の 他 の 管 理 運 営 の 基 本 的 事 項 に つ い て 、 必

要 な 教 育 委 員 会 規 則 を 定 め る も の と す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 当 該 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め よ う と す る 事

項 の う ち 、 そ の 実 施 の た め に は 新 た に 予 算 を 伴 う こ

と と な る も の に つ い て は 、 教 育 委 員 会 は 、 あ ら か じ

め 当 該 地 方 公 共 団 体 の 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な

い 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 教 育 委 員 会 は 、 学 校 に お け

る 教 科 書 以 外 の 教 材 の 使 用 に つ い て 、 あ ら か じ め 、

教 育 委 員 会 に 届 け 出 さ せ 、 又 は 教 育 委 員 会 の 承 認 を

受 け さ せ る こ と と す る 定 め を 設 け る も の と す る 。

３ 第 二 十 三 条 第 一 項 の 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ り 同

項 第 一 号 に 掲 げ る 事 務 を 管 理 し 、 及 び 執 行 す る こ と

と さ れ た 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 法 令 又 は 条 例 に 違 反

し な い 限 り に お い て 、 特 定 社 会 教 育 機 関 の 施 設 、 設

備 、 組 織 編 制 そ の 他 の 管 理 運 営 の 基 本 的 事 項 に つ い

て 、 必 要 な 地 方 公 共 団 体 の 規 則 を 定 め る も の と す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 規 則 で 定 め よ う と す る

事 項 に つ い て は 、 当 該 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 あ ら か

じ め 当 該 地 方 公 共 団 体 の 教 育 委 員 会 に 協 議 し な け れ

ば な ら な い 。


